
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【小規模事業者持続化補助金（上限５０万円）対応】 

経営計画作成セミナー 
 
 

光商工会議所では、小規模事業者の方が需要の変化や事業環境に対応し、持続的に経営を

行っていくことを支援するため、経営計画作成についてのセミナーを開催いたします。 

このセミナーは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓（創意工夫による売り

方やデザイン改変等）などに要する経費の一部を補助する「小規模事業者持続化補助金」の

活用に対応した内容にもなっております。 

経営計画書の作成や補助金活用を考えている小規模事業者の方は、是非ご参加ください。 

 

【開催日程】（受講・相談無料） 

 開催日時 内 容 

 

セミナー 
 

 平成 29 年 

５月１７日（水） 

18 時～21 時 

・オリエンテーション 

・経営を取り巻く環境、わが社の活性化戦略 

・事業計画の必要性と資金調達 

・次回までの個別作業内容の説明 

・質疑等 

・ＳＷＯＴ分析、経営戦略、行動計画 

・経営計画書記載要領のポイント説明 

・補助金申請手続きの説明 

・質疑等 

 

個別相談会 
５月２４日（水） 

9 時～12 時 

経営計画作成セミナーにご参加いただいた方を対象

に経営計画作成に関する個別相談を行います。個別相談

をご希望の場合は予めお申込みをお願いします。 

 

【会   場】光商工会議所 会議室（光市島田 4-14-15） 
     TEL0833-71-0650 FAX0833-71-1782 

【講   師】中小企業診断士 中田 哲也 氏  他 
【定  員】1０名  （受講・相談無料）     

【申込方法】裏面「申込書」により、光商工会議所へお申込みください。 

 光商工会議所 

※小規模事業者持続化補助金 
小規模事業者が経営計画に基づいて実施

する販路拡大等の取り組みの経費に対し 

５０万円を上限に補助 （補助率：   

２／３）される制度。 

＜平成 28 年度第 2 次補正予算 

    追加公募分 5 月 31 日締切＞ 

 

小規模事業者の定義 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数   ５人以下 

サービス業（宿泊・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数   ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数  ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

～受講者を対象に「経営計画作成に関する個別相談会」も開催します～ 

 

 小規模事業者の皆様へ 

小規模事業者持続的発展支援事業 



 

 

 

事業所名／                                     

 

 

所在地／                                      

 

 

 TEL／                   FAX／                 

 

 

業種／                   従業員数／               

 

「経営計画作成セミナー」「経営計画作成に関する個別相談会」 

申込書 

【光商工会議所行 FAX 0833-71-1782】 

経営計画作成セミナー（5/17 18時～21時） 
 

参加者氏名：          ／             

経営計画作成に関する個別相談会（5/24 9時～12時） 
 

・希望する    ／   ・希望しない 

※いずれかに○をお願いします 

※申込み後、変更がある場合は早めにお申し出ください 

ご記入いただいた内容は、当所からの各種連絡及び情報提供に利用させていただきます。 


